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令和７年度春季キャンプ誘客シャトルバス運行及び安全誘導対策業務委託 

募集要領 

 

１ 趣旨 

   東京ヤクルトスワローズ春季キャンプにおいて、観光 2次交通対策や市内周遊促進のほか、ヤクル

ト球団関係者、その他の通行者の誘導及び安全確保のため、シャトルバス運行及び安全誘導対策等を

行う必要がある。そのための春季キャンプ誘客シャトルバス及び安全誘導対策業務委託の受託者を公

募型プロポーザル方式により選定することとし、必要な事項について定めるものとする。 

 

２ 委託業務概要 

   別添の令和７年度春季キャンプ誘客シャトルバス運行及び安全誘導対策業務委託仕様書（以下「仕

様書」という。）のとおり。 

 

３ 業務委託の期間 

   契約締結の日の翌日から令和８年３月 13日まで 

 

４ 応募資格要件等 

   プロポーザルに参加できる者は、委託業務を効果的かつ効率的に実施することができる民間企業、

特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人、その他の法人であって、

以下の①から⑪までの条件を満たすものとする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定のいずれにも該当し 

ない者であること。 

② 国税、地方税の滞納がないこと。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条に規定する暴 

力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

④ 企画提案書応募申込書の日から本業務にかかる受託者の特定の日までの間、浦添市から指名の停 

止を受けていないこと。 

⑤ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき、更生手続きの開始の申し立てがなされている 

者でないこと。また、民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき、再生手続き開始の申し立 

てがなされている者でないこと。 

⑥ 労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険及び健康保険の制度があること。 

⑦ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人等でないこと。 

⑧ 当該業務の見積額が契約限度額内であること。 

⑨ 別添「仕様書」に定める内容を遂行できること。 

⑩ 過去３年間に国又は地方公共団体と類似の契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。 

⑪ 応募は単独に限らず共同企業体でも可とする。単独で応募する場合は沖縄県内に本店又は支店を 

有する法人であること。共同企業体とする場合は、共同企業体の代表は沖縄県内に本店又は支店 

を有する法人であること。 
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なお、共同企業体の場合の要件は以下のとおりとする。 

ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

イ 共同企業体を構成する全ての構成員が①～⑦までの要件を満たす者であること。 

ウ 共同企業体を構成する事業者全体で⑧～⑩の要件を満たす者であること。 

５ 応募の手続 

（１） 募集要領等の掲載 

  ア 掲載期間：公告の日から令和７年９月 19日（金）17時 

  イ 入手方法：浦添市ホームページからダウンロード 

（２） 企画提案書等の提出について 

  ア 提出期限：令和７年９月 19日（金）17時 

    ※提出期限後の提出については、受付いたしません。 

  イ 提出書類：「６ 提出書類」に定める書類 

  ウ 提出方法：持参又は郵送により提出すること。ただし、郵便の場合は到着確認が可能な 

手段を取るものとし、提出期限内に到着するよう送付すること。 

  エ 提出先： 

    〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目１番１号 

浦添市市民部経済文化局観光振興課（担当：宮城） 

TEL：（098）876-1234（内線 3181） 

FAX：（098）876-9467 

mail：kanko@city.urasoe.lg.jp 

（３） 質問事項受付期間 

  ア 受付期間：令和７年９月 12日（金）17時まで 

  イ 質問方法：質問書【様式７】により電子メールで提出すること。 

  ウ 回答方法：浦添市ホームページにて随時掲載 

（４） 現地確認 

  ア 対応日１：令和７年９月２日（火）午後  申込期日：令和７年８月 28日（木） 

    対応日２：令和７年９月 10日（水）午後  申込期日：令和７年９月４日 （木） 

    希望する事業者は電子メールで申込を行い、時間調整後に現地を案内します。 

６ 提出書類 

（１）プロポーザル参加申込書【様式１】 ----------------------------------１部 

（２）企画提案書 -------------------------------------------------------７部 

  （３）執行体制【様式２】 ------------------------------------------------７部 

（４）実績書【様式３】 --------------------------------------------------１部 

  （５）見積書【様式４】 --------------------------------------------------７部 

  （６）会社概要書【様式５】 ----------------------------------------------１部 

  （７）定款又はそれに代わるもの -----------------------------------------１部 

  （８）納税証明書 --------------------------------------------------- 各１部 

    ※国税（法人税、消費税及び地方消費税）、地方税（都道府県税及び市町村税）の滞 

納のないことを証明できるもの。地方税については、本社所在地に係るものに限る。 
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  （９）厚生年金保険及び健康保険の加入証明書 -----------------------------１部 

  （10）雇用保険及び労働者災害補償保険の加入証明書 -----------------------１部 

  （11）委託業務共同企業体協定書（複数の企業で申込の場合）【様式６】 ------１部 

※各種証明書は３ヵ月以内に発行されたもの（写しでも可）を提出すること。 

７ 企画提案書の仕様 

（１） A４版（色刷り可）を基本とし、必要に応じて縦置き及び横置きを可とする。なお、記載にあ 

たっては、理解を容易にするため、イラスト・イメージ図等を使用してもよい。 

（２） 企画提案書には、表紙・目次を除いて通し番号によるページを付すこと。 

（３） シャトルバス運行ダイヤ（案）、安全誘導配置図でそれぞれ１ページを使用すること。 

（４） 企画提案書は見えやすいように作成し、20ページ以内にすること。 

８ 契約相手方の決定 

  （１）選定方法 

      選定委員において、書類及びプレゼンテーションの内容を評価し決定する。企画提案者は選

定委員会にて企画書により説明 20分及び質疑応答 10分程度行うものとする。 

（２）プレゼンテーションの方法 

    プレゼンテーションは機材を使用するのでは無く、提出資料を用いて行うこと。事前に提出

した企画提案書以外の追加資料の配布は禁止とする。また、プレゼンテーションへの参加は応

募事業者内で構成し 3名以内とする。 

（３）評価基準 

評価事項 
評価の着目点 

項目 評価基準 

提
案
内
容 

①提案内容 来場者の利便性向上や交通渋滞緩和に繋がる提案となっているか 

②提案の的確性 来場者を効率的に輸送する提案となっているか 

③提案の的確性 来場者や関係者の安全が確保できる提案となっているか 

④実施方針及び目標 目的は具体的であり、説得力があるか 

⑤提案の実現性 的確な計画で実現性を高める提案になっているか 

⑥積算額の妥当性 必要最小限の経費で最大限の効果をあげられる提案となっているか 

業
務
執
行
体
制 

①業務実施体制 業務の分担構成が明確であるか 

②履行能力 会社概要（所在地、資本金、従業員数）から履行能力はどうか 

③同種又は 

類似業務等実績 
同種又は類似する業務についての実績 

④事業所連携 市内事業所間の連携が考慮され地域力を活かす工夫があるか 
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業
務 

執
行
能
力 

①業務目的の理解度 
仕様書で提示した内容を把握し、業務に関して理解しているか 

 

（４）契約相手方の決定方法 

      応募者の順位付けを行い、第１位の者を優先交渉権者とし、委託の内容、金額等について、

協議と交渉を行った上で契約する。しかし、交渉が整わなかった場合は、次点の交渉権者を新

たに優先交渉権者に特定し、改めて交渉を行うことになります。 

（５）審査結果の通知 

審査結果は委託業者の特定後、提案者全員に審査結果通知書を発送します。審査結果につい

ての異議申立及び問合せには、一切応じることはできません。 

（６）契約の手続き 

      契約予定者は、浦添市が指定する期日までに見積書を提出し、その内容について精査した上、

契約を締結します。 

 

９ 見積もりに関する要件 

  今回の企画提案にあたっては、以下のとおり見積もること。 

  （１）総額 9,328,000円（消費税及び地方消費税を含む）以内。 

     人件費は 201万円（税抜）、バス運行費は 208万円（税抜）、安全誘導対策費 362万円（税抜）

をそれぞれ上限とする。 

  （２）シャトルバス運行について、練習日ダイヤ５日間、試合日ダイヤ５日間で見積もること。 

     安全誘導実施日は、乗降場所配置については、シャトルバス運行日の 10日、 

現場責任者及び経路・公園内配置は 20日、休憩代替・その他は必要に応じて見積もること。 

  ただし、この金額は企画提案のために設定した金額であり、実際の契約金額とは異なる。 

  見積書については様式４で提出し、数量と単価、金額を記載すること。 

① 直接経費（人件費、事業費） 

② 一般管理費（（人件費＋直接経費－外注費）10％以内とする。） 

※ 本事業の一部を他の業者に発注することも可能だが、外注費として取り扱う。 

③ 消費税及び地方消費税 

 

10 日程及び期間（予定） 

① 募集期間 

令和７年８月 22日（金）から令和７年９月 19日（金）まで 

② 質問受付期間 

令和７年８月 22日（金）から令和７年９月 12日（金）まで 

  ③ 現地確認日 

     令和７年９月２日（火）午後 or令和７年９月 10日（水）午後 

③ プロポーザル参加申込書及び企画提案書提出期限 

令和７年９月 19日（金） 17時（必着） 
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④ プレゼンテーションの開催 

 令和７年 10月１日（水） 

⑤ 審査結果公表・通知 

 令和７年 10月３日（金） 

 

11 失格事項 

   次のいずれかの事項に該当した者は失格とします。 

（１） 企画提案書期限又はプレゼンテーションの開催日時に遅れた者 

（２） 提出書類に虚偽の記載をした者 

（３） 審査員又は当該プロポーザル関係者に対して、業者の選定や契約等に関わる不正な接触の事実 

が認められた者 

（４） 募集要領に違反すると認められた者 

 

12 その他 

  （１）書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

  （２）本公募の提案にかかる経費は、応募者の負担とし、提出された書類は返却しない。 

  （３）選定にあたっては、提案された内容を総合的に評価し決定する。このため、業務実施にあたっ 

ては、市と協議して進めていくものとし、提案された内容をすべて実施することを保証するもの 

ではない。 

（４）評価結果が評価基準に達しない場合は契約を行わない。 

 

13 問合せ先 

〒901-2501 沖縄県浦添市安波茶一丁目１番１号 

浦添市 市民部経済文化局 観光振興課（担当：宮城）  

TEL：（098）876-1234（内線 3181） 

FAX：（098）876-9467 

mail：kanko@city.urasoe.lg.jp 

 

 


